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□準要保護児童生徒支援金とは
下記の「対象となる方」に、支援金を支給す
るものです。
□対象となる方は

令和４年度に、準要保護を申請し認定を受け
た児童・生徒の保護者（子育て世帯生活支援特別
給付金の受給者を除く）

□給付金額は　児童生徒１人につき　２万円
□申請方法は

令和４年９月１日まで認定された児童・生徒
のうち支給対象となる方に申請書等を送付しま
す。９月２日以降に認定となった児童・生徒で
支給対象となる方には随時通知を送付します。

準要保護児童生徒支援金を支給します 教育部学校教育課
☎42-3512

２．経済・生活面の支援

□子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）とは
下記の「対象となる方」に、児童数及び家計
状況に応じて国から給付するものです。
□対象となる方は

次のいずれかに該当する方。
（１）令和４年４月分の児童扶養手当の受給者
（２）公的年金給付等を受けていることにより

児童扶養手当の受給を受けていない方
（３）児童扶養手当の受給資格者で、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けて家計が
急変し、直近の収入が児童扶養手当の対
象となる基準まで減少した方

□給付金額は　児童１人当たり　５万円
□申請方法は
（１）に該当する方

申請は不要。６月１５日に児童扶養手当登
録口座へ振り込みました。

（２）及び（３）に該当する方
申請が必要となりますので、申請書類等を
提出してください。
申請期限は、令和５年２月２８日です。

□申請に必要なものは
申請書、振込口座と口座名義がわかる通帳等
の写し、本人確認書類、収入が大きく減少した
ことがわかる書類等（給与明細など）

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）を給付します

市民生活部子育て支援課
☎22-2360

□子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）とは
右記の「対象となる方」に、児童数及び家計
状況に応じて国から給付するものです。
□給付金額は　児童１人当たり　５万円
□申請方法は
（１）及び（２）に該当する方

申請は不要。児童手当または特別児童扶養
手当の登録口座へ振り込みします。
※（１）の方へは、７月６日に振り込みました。

（３）から（５）までのいずれかに該当する方
申請が必要となりますので、申請書類等を
提出してください。
申請期限は、令和５年２月２８日です。

□申請に必要なものは
申請書、振込口座と口座名義がわかる通帳等
の写し、本人確認書類、収入が大きく減少した
ことがわかる書類等（給与明細など）
□対象となる方は

右記のいずれかに該当する方。

（１）令和４年４月分の児童手当または特別児童
扶養手当の受給者で、令和４年度分の住民
税均等割が非課税の方

（２）令和４年５月から令和５年３月までのいず
れかの月の児童手当または特別児童手当の
受給資格の認定を受けた者で令和４年度の
住民税均等割が非課税の方

（３）令和４年３月３１日時点で１８歳未満の児
童を養育する父母等で令和４年度の住民税
均等割が非課税の方

（４）令和４年３月３１日時点で１８歳未満の児
童（障害児については２０歳未満）を養育
する父母等であって、新型コロナウイルス
感染症の影響を受けて令和４年１月以降の
収入が急変し、令和４年度分の住民税均等
割が非課税の方と同様の事情にあると認め
られた方

（５）令和４年５月から令和５年３月までのいず
れかの月の児童手当または特別児童手当の
受給資格の認定を受けた者で新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けて令和４年１月
以降の収入が急変し、令和４年度分の住民
税均等割が非課税の方と同様の事情にある
と認められた方

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）を給付します

市民生活部子育て支援課
☎22-2360

世帯全員が住民税非課税となった
世帯に臨時給付金が支給されます

市民生活部社会福祉課
☎22-1340

《参考》非課税相当限度額早見表　※給与収入の場合

扶養している
親族の状況

単身又は扶養親族が
いない場合 ３８．０万円

８２．８万円

１１０．８万円

１３８．８万円

１６６．８万円

１３５．０万円

９３．０万円

１３７．８万円

１６８．０万円

２０９．７万円

２４９．７万円

２，０４３，９９９円

配偶者又は扶養親族のうち
１名を扶養している場合

配偶者又は扶養親族のうち
２名を扶養している場合

配偶者又は扶養親族のうち
３名を扶養している場合

配偶者又は扶養親族のうち
４名を扶養している場合

障がい者、寡婦、ひとり親
未成年の場合

非課税相当限度額
（所得額ベース）

非課税限度額
（収入額ベース）

□令和４年度住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金とは
臨時特別給付金を下記の「対象となる方」に
給付するものです。
□対象となる方は

６月１日において市内に住所を有している、
次のいずれかに該当する世帯。
（１）世帯全員の令和４年度「住民税が非課税」

の世帯
※該当すると見込まれる世帯には、６月下旬から順次
確認書を送付しています。
※世帯員に住民税課税者がいない場合であっても、令
和４年１月２日以降に転入者がいるまたは未申告者
がいる世帯には確認書は送付されません。次の手続
きをした上で、申請書を市に提出していただく必要
があります。

① 転入者がいる場合
令和４年１月１日に住民登録していた市区町村で
令和４年度非課税証明書を取得し、申請書とともに
市に提出

② 未申告者がいる場合
令和４年度分住民税申告を行い、非課税であれば
申請書を市に提出

（２）新型コロナウイルス感染症の影響で、令
和４年１月以降の収入が減少し、「住民税
非課税相当」の収入となった世帯（家計
急変世帯）
※住民税非課相当とは

任意の１か月収入×１２倍が住民税非課税水準以
下であること

◆次の世帯は支給対象となりません
（１）令和３年度に本給付金（１０万円）を受給

した世帯
※令和３年度または令和４年度で１世帯１回のみの受
給となります。
※転入世帯で転入前市町村から受給した世帯について
も対象外となります。

（２）住民税が課税されている人の扶養親族等
のみで構成する世帯
【例】親（課税）に扶養されている大学生（非課税）の単

身世帯や、子（課税）に扶養されている両親（非課
税）の世帯など

□給付金額は　１世帯あたり　１０万円
□申請期限は
（１）住民税非課税世帯　令和４年９月３０日
（２）家計急変世帯　　　令和４年９月３０日
□申請に必要なものは
◇確認書または申請書（請求書）
◇本人（代理人）を確認できる書類の写し
◇振込口座と口座名義がわかる通帳等の写し
（２）「家計急変世帯」は、次の書類も必要です。
◇簡易な収入（所得）見込額の申立書
◇任意の１か月の収入または令和４年中の収入
の見込額の状況が確認できる書類の写し

※令和３年度分の未申請世帯について
世帯員に転入者や未申告者がいる世帯は、市
で世帯員全員の所得を把握することができない
ため、令和３年度住民税申告を行っていただき、
世帯員全員が「令和３年度住民税が非課税」で
あれば、申請により受給することができます。
世帯員全員が「令和３年度住民税が非課税」
に該当すると思われる場合は、社会福祉課また
は最寄りの総合支所へご相談ください。

◇令和３年度住民税非課税世帯等に対する臨時
特別給付金の申請期限　令和４年９月３０日

◆申告など税金に関する問い合わせ先
総務部税務課　☎２２－１１２１


